
「ロータリークラブの目的」を改正する件 柏原

（2680）
「ロータリークラブの目的」を改正する件

「ロータリークラブの目的」を改正する件 2760
衛星クラブの名称の条件を改正する件(「衛星クラブ」と
称しなくてもよい）
クラブが口頭での退会の申出を承認する手続きを規定す
る件

（推奨委員会の）クラブ委員長を理事会の構成員とする
件

大阪

（2660）
クラブ理事会が会員に議事録を提供するのに要する日数
を改正する件

茅ヶ崎

（2780）
クラブ理事会が会員に議事録を提供するのに要する日数
を改正する件
クラブの年次総会において，半期の年次報告と前年度の
会計報告が採択されるものと改正する件

川越

（2790）

会員構成を均衡の取れたものにするため，RI細則の「会
員の多様性」の条項に公平性とインクルージョンを加え
て会員資格の要件とする件

年齢や障害を理由とする会員資格の制限を禁止する件

二重会員の禁止条項を削除する件

会員はクラブの所在地域内に事業場又は住居を有するこ
とが必要とする会員資格の規定を改正する件
正会員はいずれのクラブにも入会候補者を推薦できるも
のとする件
衛星クラブの会員資格を改正する件（ホストクラブ以外
のクラブに所属することができる）

ローターアクトクラブの会員の年齢制限を設ける件（40
歳までとする）
ローターアクトクラブの会員の年齢制限を設ける件（30
歳以下とする）
ローターアクトクラブの会員がRIの委員会の委員に就任
することができるものとする件

RI理事会

【注】この一覧表は世話人代表滝澤が英文の立法案を個人的に翻訳した上で作成したもので

           あることをご了承願います
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会長の指名要件を改正する件（４年以内同じ国から指名
しない）
会長と理事の選挙日程を改正する件 RI理事会

理事の資格要件及び理事指名委員会委員の資格要件を改
正する件（ロータリー研究会と国際大会の出席要件を削
除する）

RI理事会

理事指名委員会委員の資格要件を改正する件（ロータ
リー研究会と国際大会の出席は指名年度のものでよい）

理事の資格要件を改正する件（ガバナーを務めてから３
年経過することを要するとの条件を削除する）
理事選出の手続きにおけるクラブの投票日程を改正する
件
ガバナーノミニーの資格要件を改正する件（少なくとも
5年間，ロータリアンであるか又は同等のリーダーシッ
プの経験を必要とする）

RI理事会

ガバナーの資格要件を改正する件（少なくとも７年ロー
タリアンであるとの要件を削除する）
理事会に，ロータリアンの過去の役職地位を剥奪するこ
とを承認する件（過去に当該役職者であったことを資格
要件とする役職に就けない）
【再審議決定後の修正案】
文中の”opportunity"の次に”for a hearing”（暫定日本
語訳「公聴」）を挿入

RI理事会

ゾーン内のセクションの変更手続きを改正する件（クラ
ブの意見に関する部分を削除し，セクションの変更を理
事会の専権事項とする）

RI理事会

ゾーンの境界を変更，見直す手続きを改正する件

RIのガバナンス構造について定期的に審査し規定審議会
に報告するものとする件（12年ごとに審査）
RIのガバナンス構造について定期的に審査し規定審議会
に報告するものとする件（9年ごとに審査）
RIBIの役員について改正する件（役職名を会長president
から議長chairとする）

ロータリー財団管理委員会の構成を変更する件（地理的
条件を反映する）
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会員に対し，その選択により，雑誌の電子版か印刷版を
提供するものとする件
会員の雑誌購読を任意とする件 大阪

（2660）

新クラブ結成に必要な創立会員の人数を15人とする件

RI細則に規定するRi加盟金の規定を削除する件

会員が地区に対して訴訟を提起し，または継続したクラ
ブ又はローターアクトクラブの加盟を停止又は終結する
権限を理事会に認める件

RIの委員会に関する規定を改正する件（常任委員会と特
別委員会について個別に構成等を規定するのではなく，
共通の一般規定を設ける形式とする）

RI理事会

青少年交換委員会を常任委員会として設置する件

インターアクト委員会を常任委員会として設置する件

RI理事会のin-personの会合の数を制限する件（3回以下と
し，規定審議会開催の年は増やすことができる）

撤回

RI細則から，元会長審議会に関する規定を削除する件 撤回

事務総長の任期について，重任は２期までに限定する件
（１期５年を２期まで）

横浜東

（2590）

前橋(2840）
事務総長の任期について，１期４年を２期まで重任でき
るとする件（通算８年に限定）

和歌山南

（2640）敦

賀（2650）

人頭分担金を増額する件（2022-23年度以降，毎年半期
１米ドルずつ増額する）

RI理事会

４０歳未満の会員の人頭分担金を改正する件（ローター
アクターと同額にする）

鹿屋西

（2730）
人頭分担金について，2022-23 年度の金額を2025-26年
度まで維持する件
クラブ及びローターアクトクラブから，最低でも１０人
分の人頭分担金を徴収する件
クラブの報告書提出と人頭分担金の支払い日を改正する
件（7月10日とする）
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人頭分担金の支払いを毎月とする件

監査委員会と監査済み財務諸表に関する規定を改正する
件（監査委員会の独立性を高め，年次報告書の内容を一
般的な会計原則に適合したものにする）

RI理事会

RI理事会はRI準備金からの支出について規定審議会に報
告するものとする件
RIの予算と年次報告書をRotary websiteにて公表するもの
とする件
監査済み年次報告書の記載内容を改正する件（詳細な内
訳を明示してRIのwebsiteで公表するなど）

地区が制定案と決議案を提案する手続を改正する件（地
区提案のものも立法案検討会で承認できるようにする）

木更津東

（2790）

決議審議会で審議する緊急制定案の内容を規定する件
（直近の規定審議会以降に生じた状況に応じたものに限
定する）

前橋

（2840）

制定案の最終提出期限を改正する件（規定審議会の前年
の6月30日までとする）
RI 理事会の見解表明案の最終提出期限を改正する件（規
定審議会の前の12月31日までとする）

2580

決議案の欠陥事由を改正する件（RI細則8.070.の(b),©を
削除する）

神戸西神

（2680）前

橋（2840）
RI細則における規定間の不一致をなくす件（理事とガバ
ナーの各選挙手続の規定に日程の不一致があるのを修正
する。代表議員の選出手続はガバナーの選挙手続の規定
が準用されている）

RI理事会

決議審議会に提出された決議案と緊急制定案が欠陥あり
とされる理由を公表する件

加古川平成

（2680）

ローターアクトクラブに制定案と決議案を提出すること
を認めることと，ローターアクターが審議会に投票権の
ある議員として参加することを認めるl

RI理事会

審議会代表議員として指名する要件を改正する件（クラ
ブは自クラブの会員1名のみを推薦することができる）

直前５年間の元会長を審議会の投票権のない議員として
認める件
規定審議会を in person 又はオンラインで開催するもの
とする件
決議審議会において緊急制定案を採択する要件を明確に
する件（RI定款の改正は３分の２，RI細則と標準ロータ
リークラブ定款は過半数とする）
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規定審議会の議事録を公表する件 前橋

（2840）

採択された決議案についてRI理事会がとった措置をガバ
ナーに通知する件

神戸西神・高

砂青松

（2680）
RI定款を，内容に実質的な変更を加えることなく，規定
を現在化及び合理化する件

RI理事会

パイロット地区におけるクラブ管理の要件を規定する件
（パイロット地区においては，6000以下のクラブに対
し，6年以下の期間にRI理事会が推奨する監督がなされ
る）

RI理事会

地区の境界を変更する条件を改正する件（地区の併合は
クラブ数が20以下又は会員数が1100名以下の場合，地区
の分割はクラブ数が100以上または会員数が5400名以上
の場合とする）

茅ヶ崎

（2780）

地区の境界の変更の発効期日を延期する件（パンデミッ
クを理由に４年間変更を凍結する）
地区年次大会を毎年開催することを必須としないものと
する件（地区大会の決定事項をクラブの投票により決定
できるものとする）

地区大会の開催の頻度及び方法を改正する件（地区大会
の開催を最低２年に一度とし，in-person以外の開催方法
によることができるものとする）

地区大会開催の日時と場所の決定手続の要件を改正する
件（ガバナーとガバナーノミニーの間で不一致を生じな
いようにする）

奉仕の第２部門に専門能力開発を加え，クラブに推奨さ
れる委員会に職業奉仕員会を加える件
奉仕の第３部門の内容を改正して積極的平和主義を加え
る件
奉仕の第３部門に高齢者のQOL（生活の質）の向上を加
える件
奉仕の第４部門として，地区が外国の地区と国際的に友
好協定を結ぶことを加える件
標準ロータリークラブ定款に「奉仕の理想」の定義規定
を加える件

敦賀

（2650）
組織規定にロータリアンの行動規範を規定する件
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クラブ例会を中止する理由について改正する件（標準
ロータリークラブ定款第７条第１節(d)の(1)ないし(4)以
外の理由で中止するときは連続3回以上中止できない）

加治木

（2730）

ローターアクターがロータリークラブの例会に出席する
ことを承認する件
クラブの月次出席報告義務を定めた規定を削除する件 敦賀

（2650）

木更津東

（2790）
クラブの月次出席報告を各月の会員数の報告に改正する
件

川越

（2570）
クラブの月次出席報告に四半期ごとの奉仕活動の報告を
加える件（年度の最終例会後15日以内に年間の出席報告
をするものとし，さらに四半期ごとの奉仕活動の時間と
貢献についての報告を各四半期の最終例会から15日以内
に事務総長に提出する）

大阪

（2660）

出席に係るクラブ細則の例外規定を削除する件（クラブ
が，出席及び欠席による会員身分の終結について，クラ
ブ細則において標準ロータリークラブ定款の規定と異な
る規定を設けることを禁止する）

出席に係るクラブ細則の例外規定を削除し，欠席したと
きのメークアップ期間を改正する件（クラブが，出席に
ついて，クラブ定款と異なるクラブ細則を設けることを
禁止し，欠席したときのメークアップ期間を例会の前後
14日間とする）

2730

欠席したときのメークアップの期間に関する規定を改正
する件（同年度内を例会の前後14日間とする）

佐賀南

（2740）

千葉幕張

（2790）
欠席したときのメークアップの期間に関する規定を改正
する件（同年度内を各半期内とする）

2760

出席規定の適用の免除の手続を改正する件（年齢と在籍
年数の合計85年とする要件について，理事会は要件を備
えれば当然に承認するのではなく，承認の可否を検討す
る一要素とする）
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